
 

 

 
 
ドイツ国内登録簿に登録された特許権などのライ

センス料源泉税を巡る問題 
- 課税対象取引の見直しに係る税制改正案の発表 - 
 
既報の通り、2022 年 6月 29 日付通達によって、簡易税務手続きの申請期限が 2023 年 6
月末まで再延長されることとなりました。その後、2022 年 7 月 28 日に、本課税の対象とな

る取引の見直しを含む税制改正案がドイツ連邦財務省より発表されました。本稿では税制

改正案の内容とその改正が施行された場合の影響について解説いたします。 
 
課税概要と今までの経緯 
 
2020 年 11 月 6 日と 2021 年 2 月 11 日に、ドイツ連邦財務省から、ドイツ所得税法

（EStG）第 49 条第 1 項第 2 号 f および同第 6 号に関して、「ドイツ国内に登録された権利

の貸与時における制限納税義務者の申告義務」と題する通達が公表されました。 
 
同条第 1 項「第 2 号 f」、「第 6 号」および「第 9 号」の 3 つの条項において、非居住者によ

る権利（知的財産権）のライセンス供与または譲渡にかかるドイツ国内源泉所得を規定して

います。その中の同「第 2 号 f」および「第 6 号」の 2 つの条項では、ドイツ国内の登録原簿

等に登録されている知的財産権のライセンス供与・譲渡に関する国内源泉所得を規定して

います。これらの規定は 1925 年に導入され、1934 年に改正がなされ現在の規定となって

います。しかし、ドイツ非居住者間で行われる知的財産権のライセンス供与・譲渡について

は、規定が導入されてから約 100 年間にわたって、ドイツにおける知的財産権の登録等

（所得税法第 49 条第 1 項第 2 号 f および同第 6 号）のみを課税根拠とする課税の執行は

行われておりませんでした。 
 
ドイツ連邦財務省は、2020 年 11 月 6 日付の通達にて、権利（知的財産権）がドイツ国内

の登録原簿等に登録されている場合のその権利に関連する使用料等の収入は、その受領

者・支払者がその知的財産の登録以外にドイツとは何の関わりのない外国の法人（ドイツ

非居住者法人）等であっても、その使用料等の収入をドイツ国内源泉所得とみなして、所得

の支払者は源泉徴収義務者として、ドイツでの申告義務・納税義務を負う、という見解を明

確化しました。なお、ドイツ所得税法 49 条第 1 項の改正案も出されたものの、改正されな

いまま現在に至っています。 
 
他方で、2021 年 2 月 11 日に、連邦財務省からドイツ国内の登録原簿等に登録されてい

る知的財産権の課税に関連してさらなる通達が公表され、簡易税務手続きの適用やドイツ

国内源泉所得の算定の概要等の実務上の手続きについて説明がされました。 
 
2022 年 7 月 28 日に公表された税制改正案の内容 
 
ドイツ連邦財務省は、2022 年 7 月 28 日付の税制改正案において、本税制に関して以下

の通りの改正案を公表しました。 
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1. 2022 年 12 月 31 日までに支払われるライセンス料および知的財産権等の譲渡に

係るキャピタルゲイン（以下、ライセンス料等）： ドイツ外国税法（AStG）第 1 条第 2
項に定める関連者 1間で支払われるライセンス料等のみに限定する。 
 
したがって、上述の関連者以外の法人（非関連者）とのライセンス契約に基づき支

払われるライセンス料等については、ドイツ所得税法 49 条に基づく課税の対象か

ら除外されます。 
 

2. 2023 年 1 月 1 日以降支払われるライセンス料等： 関連会社間で支払われたライ

センス料等についても、ドイツ所得税法第 49 条から除外する。 
 
したがって、ドイツ非居住者間で行われるライセンス料等については、ドイツ所得税

49 条に基づく課税がされません。 
 
一方で、いわゆるタックスヘイブン国に所在する法人に対して支払われるライセンス料等に

対応するために、タックスヘイブン防止法（StAbwG）の改正案も公表されており、以下の通

り取り扱われる見込みです。 
 

1. 2022 年 1 月 1 日以降に、タックスヘイブン防止法に規定する国・地域 2に所在する

法人に支払われるライセンス料等： 関連者・非関連者に関わらず、そのライセンス

料等の元となる特許権等がドイツ国内の登録原簿等に登録されている場合には、

源泉徴収課税/キャピタルゲイン課税の対象とする。 
 

ドイツ所得税法およびタックスヘイブン防止法の改正後の適用関係をまとめると以下のよう

になります。 
 

 
 
 
 
 

 
1 原則として、25%以上の出資関係のある法人等が該当します。 
2 2022 年 7 月末現在、アメリカ領サモア、フィジー、グアム、パラオ、パナマ、サモア、トリニダード・トバゴ、ア

メリカ領バージン諸島、バヌアツが該当します。 
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今後の展望 
 
当該税制改正案がいつ施行されるか、また改正案通りに実際に施行されるかは今のところ

未定ですが、改正案通りの施行がなされる場合、納税者の負担は大幅に軽減される見込

みです。ただし、関連者に対するライセンス料等のうち 2022 年 12 月 31 日までに支払わ

れるものについては、ドイツ所得税法 49 条の適用対象となる見込みであることから、対象

となる取引がある場合には、簡易税務手続き（2023 年 6 月末期限）を行う必要があります

（租税条約に基づく保護がある場合）。 
 
 
 
制度の詳細（日本語）についてはこちらをご参照ください。 
 
2022 年 6 月 29 日付の通達解説（日本語）についてはこちらをご参照ください。 
 
本稿に関する英語版の Newsflash はこちらをご参照ください。 
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